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役場からのおしらせ

令和６年度

問合せ先　　保健センター　福祉課　地域包括支援センター　　☎︎７５－６００７

※町主催の日は参加費不要です。それ以外の日は参加費 500 円が必要です。

智頭町大雪支え愛活動推進補助金について
　大雪発生時又は発生に備えた支え愛活動を行う地域や組織を支援し、大雪発生時の迅速な災害復旧につ
なげることを目的とした補助金です。

【 対 　 象 】国道及び県道沿線の自治会及び自主防災組織等
【 補 助 対 象 経 費 】大雪発生時の活動に要した経費や発生に備えた平時の訓練等の活動費及び備蓄非

常食・資機材整備費等
【 補 助 率 】3 ／4（限度額 40 万円）

問合せ先　　　役場総務課　　☎︎７５- ４１１１

智頭町危険木事前伐採推進事業費補助金について
　本年度から新たに創設した本補助金は、台風や大雪等による倒木に起因する家屋等への被害を未然に防
止するため、危険木等の事前伐採を推進することを目的に交付するものです。

【事業実施主体】
①
②

危険木等の所有者
①から伐採承諾を得た者（所有者から伐採の委託を受けた事業者 等）

【事業区分】
家屋等への被害、公共施設又は河川に影響を及ぼす危険木等の事前
伐採

【補助対象経費】
危険木等の伐採～処分を業者
等に委託する経費

【補助率】
3 ／4（補助上限額 20 万円 )

問合せ先　　　役場山村再生課　　☎︎７５- ３１１７

危険木の事前伐採について
　倒木による集落の孤立・停電・通信障害等の発生による住民生活への影響を軽減するため、県、町、施
設管理者等の関係機関で連携して、危険木の予防的事前伐採など減災対策を推進しています。所有者に対
して、これらの危険を未然に防止するため、倒伏の危険がある樹木等の事前伐採を行うなど、適切な管理
について協力をお願いする場合があります。
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